
よりよい住まいづくりを実践していくためには、長谷工グループの
組織が確固たる基盤を持ち、ステークホルダーの信頼に足るもので
なければなりません。
そのためのマネジメントを強化するとともに、社会貢献の領域にも
積極的に取り組みます。

信頼される組織風土

『信頼される組織風土』に関連するマテリアリティ

詳細はWEBへ ESGデータ

価値創造基盤の強化

サステナブルな社会を継続するために、サプライチ
ェーン全体でのCSRの取り組みを主導しています。

サプライチェーン・
マネジメント

企業活動を進める上で、自らの事業•社会活動を幅広く
開示、対話を深めることで、ステークホルダーとの信頼
関係を構築します。

情報開示と
エンゲージメント

サプライチェーンを構成する取引先とも協⼒し、人
権への負の影響を最小化し、人権尊重の責任を全う
します。

人権の尊重

経営における透明性の確保に努めるとともに、企業価
値の維持・向上に向け、事業に関連する内外の様々なリ
スクを適切に管理しています。

ガバナンス・
リスクマネジメント

会社の機関の内容
❶ 取締役会は、毎月1回の定期開催に加えて、必要に応じて臨時での開催を行うこととしており、経営に関する重要な意思決定及び定例報告の他、定期的に業務執行取締役

より業務執行報告が行われています。
❷ 指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関であり、全

ての独立社外取締役及びその同数以下の代表取締役等にて構成しています。
❸ 取締役会から授権された範囲で日々の業務執行事項に関する意思決定を機動的に行うため、経営会議及び2つの業務執行会議である営業執行会議及び技術執行会議を設

置しています。その際、取締役の経営会議及び2つの業務執行会議への参加は一定限度にとどめることで、意思決定とそれらを監督する機能の役割を分け、責任と権限の
明確化を図っています。なお、重要な取締役会決議事項についての事前審議機能については、経営会議が担っています。

❹ リスク統括委員会は、四半期に1回の開催に加えて、重大リスク発生時には必要に応じて臨時で開催することとしており、リスク管理に関する社内規程やリスク予防計画
等の策定及び改廃について検討、決定するほか、リスク管理に関する推進方針及び具体策等の討議決定が行われています。

株主総会

❶ 取締役会：取締役・社外取締役❷ 指名報酬委員会 監査役会：監査役・社外監査役 会計監査人

監査役室

子会社 ❸ 経営会議

営業執行会議

技術執行会議

諮問会議・委員会

電子稟議システム

執行役員

経営管理部門

リスク管理部コンプライアンス室

事業部門

社外弁護士

監査部

❹ リスク統括委員会

代表取締役
社長

選任 選任 選任
連携

連携

連携

監査

監査

選定・監督

内部監査

内部通報相談制度

内部統制監査
会計監査

①機関設計・構成 人数、独立社外取締役の割合、多様性、開催頻
度、所要時間

②運営 付議事項の数・内容、付議資料の質・量、事前配
布の時期、事前説明の質

③審議・機能 会議における建設的な議論・多角的な検討、気
風、自身の役割・責務

④PDCA 指摘事項への対処、決議後の結果報告、改善へ
の取り組み

　長谷工グループの企業活動を支える基盤として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス

ガバナンス・リスクマネジメント

　当社は、お客さま本位の事業活動を通じて社会に貢献
し、信頼を得ることを経営の基本方針としています。また、
長期安定的に企業価値を最大化し株主の皆様の利益を確
保するためには、経営における透明性と客観性の確保は不
可欠であることから、コーポレート・ガバナンスの強化を

経営の最重要課題の一つと位置付けています。
　持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、

「コーポレートガバナンス基本方針」を策定し、当社ウェブ
サイトにて公表しています。 

詳細はこちらコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、会社の機関として監査役制度を採用しています。当
社の取締役会は、各事業部門における専門的知識と経験を備
えた取締役が、経営の意思決定と他の取締役の職務執行の監
督を行い、経営の監視機能の面は、客観的、中立の経営監視の
機能として、過半数の社外監査役を含む監査役会による監査
が実施される体制をとっています。その上で、2016年6月よ
り、豊富な経験と実績を持つ社外取締役を3分の1以上選任す
ることにより、適切な意見や助言を受けて、取締役会における
議論をさらに活性化させ、あわせて経営の監視機能を高める
こととしており、取締役会の運営と経営の監視機能の面のバ

ランスを踏まえた当社として最適な体制の構築を目指して取
り組んでいます。社内取締役ならびに社外取締役のうち、それ
ぞれ1名ずつ女性を選任しており、引き続き、取締役会の多様
性確保に努めていきます。
　取締役会から授権された一定事項の意思決定については、取
締役の参加を一定限度にとどめた経営会議、営業執行会議及び
技術執行会議で行うことで、意思決定とそれらを監督する機能
の役割を分け、各取締役が他の取締役の職務執行の監督を行
える体制をとっています。さらに、重要な取締役会決議事項につ
いての事前審議機能についても、経営会議が担っています。 

詳細はこちら会社の機関

　2022年度の取締役会の実効性について、「コーポレー
トガバナンス基本方針」に則り、分析・評価を行った結果、
当社取締役会では建設的で活発な議論が行われており、
実効性が十分に確保されていることを確認しております。
なお、分析・評価の概要及び結果は以下の通りです。
評価方法
　全取締役および監査役に対して取締役会の実効性に関す
るアンケートを実施し、その結果と2022年度の取締役会運
営についての事務局からの報告を踏まえた上で、2023年4月
の取締役会にて、監査役会及び各取締役からの意見表明に基

監査役監査の状況
　当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役２
名、社外監査役3名の5名で構成され、月１回及び必要に応じて
臨時に開催しています。
　常勤監査役2名は相互に連携し、経営会議・営業執行会議・技
術執行会議・リスク統括委員会その他の重要な会議への出席、
内部監査への立会い、必要に応じて取締役その他役職員への
業務執行状況のヒアリング、稟議書・議事録・会議資料・報告書
の閲覧等を通じて、内部統制システムも含めた監査活動を行
っています。またグループ監査役連絡会を開催し、グループ会
社の監査役との連携を図っています。
　会計監査においては、監査役全員で会計監査人であるEY新日
本有限責任監査法人との会合をもち、会計監査計画の説明、四
半期レビュー、会計監査報告を受けるほか、必要に応じて常勤監
査役が、経理部門、会計監査人からヒアリングを行っています。

づき審議し、取締役会全体の実効性を分析・評価しました。
評価項目

内部監査の状況
　内部監査については、監査部11名体制のもと、監査部によ
り情報管理・リスク管理などに関する内部監査及び財務報告
に係る内部統制の評価を実施しています。会計監査において
内部統制上の課題が発見された場合には、その情報が都度各
部門に伝えられ改善が検討されると同時に、内部統制評価の
一環として監査部も当該情報を入手し、各部にフィードバッ
ク及び各部の改善状況についてのモニタリングを行い、その
状況について社長、取締役会、監査役及び会計監査人に報告
しています。
　また、監査役監査との役割調整及び整合性を図るため監査
役に対して適宜状況報告を行いながら活動を行っており、監
査役は内部監査への立会い、内部監査結果の報告を受けるほ
か、社内の状況に関する情報交換を適宜実施しています。

詳細はこちら取締役会の実効性評価

詳細はこちら監査の状況

※結果は右上のQRコードより確認いただけます
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価値創造基盤の強化：信頼される組織風土

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る
取得価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 6

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 11 112
非上場株式以外の株式 6 15,345

銘柄数及び貸借対照表計上額（2023年3月末現在）

（2022年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。

（2022年度において株式数が増加した銘柄）

取締役のスキル・マトリックス
氏名 役職 企業経営

経営戦略 財務会計 法務
リスク管理 海外事業 建設設計 営業

不動産 都市開発 技術
DX

ESG
サステナビリティ

辻　　範明 取締役会長 ● ● ● ● ●
池上　一夫 代表取締役社長 ● ● ● ● ●
谷　　淳一 代表取締役　副社長執行役員 ● ● ●
村川　俊之 取締役　副社長執行役員 ● ● ●
楢󠄀岡　祥之 取締役　副社長執行役員 ● ● ● ●
古泉　正人 取締役　専務執行役員 ● ● ●
熊野　　聡 取締役　専務執行役員 ● ● ● ● ●
山口　　徹 取締役　専務執行役員 ● ● ●
吉村　直子 取締役　執行役員 ●
一村　一彦 社外取締役 ● ● ● ● ●
長崎　真美 社外取締役 ● ● ●
小椋　敏勝 社外取締役 ● ● ● ● ●
藤井　晋介 社外取締役 ● ● ● ● ●
伊澤　　透 社外取締役 ● ● ● ● ●

　取締役・監査役一覧については、　企業情報 > 役員一覧（QRコード参照）　をご覧ください。
社外役員の独立性要件については、コーポレートガバナンス基本方針別紙（QRコード参照）をご参照ください。

　コーポレートガバナンス基本方針において取締役の報酬
に関する基本方針を定めています。2022年3月の取締役会
において、コーポレートガバナンス基本方針の改訂案を決
議しており、取締役の報酬は、コーポレートガバナンス基本
方針に基づき、全ての独立社外取締役及びその同数以下の
代表取締役等にて構成される指名報酬委員会での協議を踏

　当社は取引先等の株式を保有することで事業遂行におけ
る円滑化が図れる場合は、別に定める「取引円滑化の為の資
産取得のガイドライン」に則り、政策保有株式として保有す
る方針としています。
　なお、同ガイドラインにおいては、累計した取得資産の簿価
総額が連結純資産の一定程度におさまることを目安とするこ
ととしています。
　当社は毎年取締役会にて、個別の政策保有株式について
中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有意義
が乏しいと判断される株式については縮減を図るなど見直
しを行っています。取締役会では、年1回、取得の目的である
事業における年度毎の受注高や仕入れ額といった取引状況
を確認し、継続保有の可否について検討を行っています。

まえ、社長が取締役の報酬支給基準を作成し、取締役会の決
議によって決定することとしています。
　2022年度における指名報酬委員会は3回開催され、メン
バーである社内取締役2名、社外取締役5名の全員が出席し
ております。

詳細はこちら役員一覧　社外役員の独立性要件

詳細はこちら役員報酬

政策保有株式

リスク管理・コンプライアンス体制図

取締役会

（長谷工コーポレーション各部門）

長谷工コーポレーション社長

（長谷工グループ各社）

リスク管理担当役員

リスク予防活動推進担当役員

リスク管理担当役員

リスク予防活動推進担当役員

監督報告

連携

監査役会

監査部

リスク管理グループ統括役員

リスク管理部

コンプライアンス室

委員長 長谷工コーポレーション社長
目　的 ①リスクに関する規程案、リ
 スク予防計画等の策定及び改

廃についての検討　②リスク
管理に関する推進方針及び具
体策等の討議決定　③リスク
管理に関する教育、啓蒙等の
方針策定等

リスク統括委員会
委員長 事案に応じ、各部門・各社の

リスク管理担当役員または長
谷工コーポレーション社長

目　的 「長谷工グループ行動規範」
に違反するリスク事象につい
ての調査及び問題解決

コンプライアンス対策委員会

監査

コンプライアンス

　当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンス
の徹底が必要不可欠であるとの認識のもと「長谷工グルー
プ行動規範」を策定し、全ての取締役、執行役員及び使用人
が、国内外問わず、法令・定款の遵守はもとより、社会規範を

　行動規範の浸透を図りコンプライアンスの推進を担う部
署として、リスク管理部にコンプライアンス室を設置し、当
社グループのコンプライアンスの向上に取り組んでいます。
　また、社長直轄の監査部が内部監査に関する社内規程に従
い、当社グループ各部門における諸活動が法令、定款、会社の
規程・方針等に適合し、妥当であるものかどうかを検討・評価
し、その結果に基づき改善を行っています。

　長谷工グループでは、公益通報者保護法ならびに関連法規
に則り「長谷工グループ内部通報相談制度運用規程」を定め、役
職員からの公益通報、ハラスメント及びコンプライアンス全般

（汚職・贈賄などによる腐敗防止を含む）に関する相談等を受け
付ける通報相談窓口を、リスク管理部コンプライアンス室及び
社外窓口として法律事務所に設置しています。また、通報相談

　近年、情報技術の発展に伴って、様々な局面で情報資産が
脅威に晒される危険性も増大しています。
　長谷工グループでは、お客様情報をはじめとして、事業で
取り扱う情報資産の保護・管理強化に取り組んでいます。グ
ループ全体で「長谷工グループ情報管理規程」、「情報セキュ
リティ基本方針」を定め、グループ共通の「情報の取扱いに
関するガイドライン」を策定し、情報管理に関する意識の醸
成を行っています。さらに、グループ各社の事業や取り扱う

尊重し、社会人としての良識と責任をもって行動するべく
社会から信頼される経営体制の確立に努めています。
　また、行動規範は定期的に必要性・有効性を確認した上
で、適宜見直し・改定を行っています。 

　なお、行動規範に違反する行為により重大な影響が生じる
懸念が発生した場合には、社長に報告するとともに、各部門・
グループ各社のリスク管理担当役員が調査に当たり、必要に
応じ、当該担当役員または当社社長を委員長とする「コンプラ
イアンス対策委員会」を招集して、経緯確認、原因分析、是正措
置、類似事例の有無の調査、再発防止策策定、社内・グループ内
への展開等により問題解決に当たることとしています。

者の匿名性への配慮も含め、通報相談者の保護体制を構築し、
社員が通報相談しやすい環境を整備することにより、不正行為
等の早期発見・早期是正に努めています。
　なお、内部通報相談窓口の受付及びその対応状況につい
ては、代表取締役、社外取締役、監査役へ定期報告を行って
おります。

情報の内容にあわせた個々の管理基準を定めています。
　賃貸住宅の運営管理を行う長谷工ライブネットでは、入
居者・入居希望者の皆様の個人情報や、取引先からお預かり
した情報資産を取り扱っています。このため、東京、大阪の
全部門で情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
を構築しています。日々の情報資産管理活動の点検・見直し
には、国際規格ISO/IEC27001を活用しており、2005年8
月に認証を取得しています。

コンプライアンス体制

内部通報相談制度

情報セキュリティ

詳細はこちらコンプライアンスに関する基本的な考え方・方針

詳細はこちら

　当社では、取締役、監査役、執行役員、その他役職員について、当該役職に応じた教育体制を構築しています。

詳細はこちら役員トレーニング
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